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おひとり様の老後対策
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平均寿命
女性：87.13歳
男性：81.09歳
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平均寿命と健康寿命

健康寿命
女性：75歳
男性：72.1歳

健康寿命とは

病気や老化に伴う介護を必要とせず、日常的に自立
した生活をおこなえる寿命  （WHO提唱 2000年）
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平均寿命と健康寿命

 平均寿命と健康寿命の開き
女性12年、男性9年の開きは「医療や介護に支えられた不健康
な暮らしを強いられる期間」

９年

１２年



任意後見契約

死後事務委任契約

遺言
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おひとり様の老後対策



メリット デメリット

法定後見 ・財産がきちんと守られる ・後見人が予め不明

任意後見 ・財産がきちんと守られる
・生活療養看護も守られる

・後見人が委任者にとって
信頼できる人であることが
確認できる

・元気な内に契約締結し、
準備しなければならない
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任意後見契約
法定後見

成年後見制度

任意後見
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任意後見・死後事務・遺言の流れ

・見守り ・生活療養看護
・財産管理

第１部 委任契約

継続

第２部
任意後見



死亡直後の緊急対応

葬儀・火葬に関する手続き

埋葬に関する手続き

行政機関への諸届の手続き、
公共サービス等の解約・精算手続

入院費、施設利用料の精算手続

不動産賃貸契約の解約手続き

住居内の遺品整理

ご関係者への死亡通知の連絡
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死後事務委任契約
手続きの内容
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遺言について
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法定相続人と法定相続分
第一順位

1/2

1/4 1/4

死亡



父 母

被相続人
夫

配偶者
妻
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法定相続人と法定相続分
第２順位（おふたり様）

2/3

1/6 1/6
遺産分割協議書

・マンションは妻○○が相
続することに合意しました。

妻  署名  実印
義父 署名 実印
義母 署名 実印

４７歳死亡



既に
死亡

甥 姪

兄 姉
被相続人

夫
弟

母
（死亡）

妻

父
（死亡）

11

法定相続人と法定相続分
第３順位（おふたり様） （遺言が絶対必要）

遺産分割協議書

・マンションは妻○○が
相続することに合意しま
した。

妻 署名 実印
弟 署名 実印
姉 署名 実印
甥 署名 実印
姪 署名 実印

3/4
1/12ずつ

８５歳
死亡

代襲相続

1/24ずつ

遺言書

全ての財
産を妻へ

遺言書

全ての財
産を夫へ



理由：遺言者の兄弟姉妹には遺留
分の権利はない
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「遺言が絶対」な理由
（おふたりさまご夫婦【おひとり様も】にとって）

 遺留分とは

相続人が当然取得できるものとして民法
が保証している最低限度の相続分

 遺留分制度の立法趣旨のポイント
 • 生活保障の確保
 • 財産形成への貢献の評価
 • 相続の公平性の確保
 • 被相続人の自由との調整



公正証書遺言お勧めの理由

公正証書遺言

安全確実、証拠力最強

偽造紛失なし

遺言執行時の手続き簡便

信頼度最強

自筆証書遺言

 全文・日付・氏名を自署し押印する
だけで、いつでも作成可能

 費用
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 費用

 裁判所の検認手続（法務局証明書
請求）が煩雑複雑（＊１）

 遺言執行時の手続きが困難（金融
機関によっては拒否される場合あり）

 せっかく作っても相続人に気付かれ
ない

メリット メリット

ディメリット

ディメリット



祖母
（死亡）

父
（死亡）

母
（死亡）

祖父
（死亡）

祖母
（死亡）

祖父
（死亡）

被相続人
夫

妻兄 弟 姉
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検認手続（法務局証明書請求）が煩雑
複雑の理由（＊１）

８５歳
死亡

出生～
死亡

出生～
死亡

出生～
死亡

戸籍戸籍戸籍戸籍

死亡確認 死亡確認 死亡確認 死亡確認



公正証書遺言、自筆証書遺言の違い

公正証書遺言

作成者：公証人

作成者立場：公務員

文書種類：公文書

真正推定：〇

執行手続：簡便

自筆証書遺言

作成者：遺言者本人

作成者立場：私人

文書種類：私文書

真正推定：△

執行手続：煩雑複雑難解
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遺言執行者と付言事項

遺言執行者指定

遺産の管理、その他遺
言執行に必要な一切の
行為をする遺言執行者
を指名できます。

付言事項

 遺言者が家族や大切
な人へのメッセージと
してご自分の考えや気
持ちを伝えることがで
きます。
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NPO法人相続遺言・交通事故支援センター

理事長・行政書士：柴田 文夫

〒651-0057兵庫県神戸市中央区中尾町10-36

TEL:０８０－３１００－０８０９ 

ありがとうございました。
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ホームページ おひとり様老後対策事例

tel:０８０－３１００－０８０９
tel:０８０－３１００－０８０９
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